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申告会場などについて ■会　　場：防災倉庫　会議室（役場庁舎北側）
■受付時間：午前９時～11時15分　午後１時15分～４時

※受付の番号札を、午前は８時45分、午後
は１時から配布します。
※受付は、原則、番号札の順番で行います。
（受付順の予約は行っていません。）
※指定日に都合の悪いかたは、指定日以外
でも申告を受け付けます。

※例年、午前の受付開始の時間帯が混み合い
ますので、時間をずらしてお越しください。

16日㈫ 古郡
17日㈬ 甘粕
18日㈭ 木部・中里
19日㈮ 広木
22日㈪ 駒衣
24日㈬ 北阿那志
25日㈭ 関
26日㈮ 根木・関

１日㈪ 下児玉
２日㈫ 北十条・南十条
３日㈬ 南阿那志・小茂田
４日㈭ 小茂田
５日㈮ 沼上
８日㈪ 湯栃・野中
９日㈫ 白石・円良田
10日㈬ 小栗・湯本
11日㈭ 大仏
12日㈮ 猪俣
15日㈪ 上記相談日に都合の悪いかた

２月の申告相談日と対象地区 ３月の申告相談日と対象地区

【新型コロナウイルス感染防止対策のお願い】
　申告会場の密集を防ぎ、新型コロナウイルス感染を防止するため、以下の点について、ご協力をお願いします。
◎受付後、申告時間まではお車などでお待ちください ◎会場での検温、手の消毒、マスク着用にご協力ください
◎発熱などの症状が出ているかたは、ご来場をお控えください ◎定期的に換気を行いますので、温かい服装でお越しください
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あなたの申告は、町・県民税（住民税）の申告？
それとも所得税の確定申告？
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付
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①
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収
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③
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④
損
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⑤
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⑥
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控
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損
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⑪
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係
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得
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す
。

所得税の確定申告、町・県民税（住民税）の

申告受付が始まります

■申告期間　２月16日㈫～ ３月15日㈪【土日・祝日を除く】　　　　　　

■会　　場　防災倉庫　会議室（役場庁舎北側）

問総務税務課　税務係　☎76-5131
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